
  ＪＲの社員にとって、現業機関の助役は最も身近な管理者
であり、上司である。社員は、日常的に助役に接する。毎日、
点呼を受け、業務指示をされ、人事評価をされ、雑談もする。
だから、その影響力はたいへん大きい。
  その助役はまた、ほとんどが組合員であり、ＪＲ東日本で
は圧倒的にＪＲ東労組の組合員である。
ＪＲ発足の初期、このような立場の助役による国労脱退勧奨
が、あちこちの職場で頻発した。「意識改革」ということば
の意味が明確にされた新宿車掌区事件は、最初に労働委員会
の救済命令を受け、最高裁まで勝利した事件であったし、東
京自動車をはじめとする自動車職場でも、大船保線区・上野
保線区その他の施設職場でも、電気職場も駅その他でも、職
場ごとの国労少数化を実現するため、ＪＲ東労組（当時の東
鉄労）組合員である助役が大活躍したのであった。
  これらの脱退勧奨事件で労働委員会に救済申立てをした事
件で、国労は次々と勝利命令を獲得したが、２０００年以降

順次裁判所や中労委で和解解決が図られ、今回の１１月６
  日中労委一括和解において、最後まで残った脱退勧奨事件
２件も最終的に解決することとなった。したがって、その和
解条項にいう「正常かつ良好な労使関係の確立」「公平・公
正な人事・労務管理」の内容として、脱退勧奨の禁止が含ま
れるのは当然であるが、なかでも、この和解の趣旨・内容が、
助役を含む現場管理者まで「十分に周知徹底」されなければ
ならない（和解勧告書第６項）ことが重要である。

  

(1) 去る１２月８日、最高裁判所は、ＪＲ東海労組合員に対
する助役の脱退勧奨事件２件について、判決と決定を出した。
どちらも、１９９１年８月ＪＲ東海労組からＪＲ東海労が分
裂した直後の時期の、ＪＲ東海新幹線鉄道事業本部東京運転
所における事件であり、またどちらも飲み屋での脱退勧奨で
あり、ＪＲ東海労はその店の名前から、１件を「つぼ八事件」、
１件を「リューズ事件」と呼んでいる。「つぼ八事件」の方
は、指導科の助役中の責任者である科長の言動のケースであ

　昨年の１２月、私たちにとって注目すべき２つの事件に対する判決と決定が最高裁判所より示さ
れた。
　事件概要は、１９９１年ＪＲ東海会社内における労働組合分裂直後に発生した組合脱退に絡む事
件であり、どちらもＪＲ東海労組合員（ＪＲ総連系）に対するＪＲ東海会社の管理者・助役（ＪＲ
連合・東海労組所属）が飲食店で行った脱退勧奨についての言動が不当労働行為にあたるかどうか
が一つの争点として争われたものである。
　東日本会社内においても過去国労組合員に対して東労組に所属する助役が脱退勧奨をした同様の
事件が労働委員会で争われてきた経緯がある。今回、改めてこの種の問題について最高裁より明ら
かにされたので、昨年の一括和解を徹底する意味で国労東日本・福田顧問弁護士より今回の判決内
容と意味について特別寄稿をお願いした。以下、職場での討論の素材とされたい。

2007年2月17日

第６５５号

中労委 一括和解と脱退勧奨事件

ＪＲ東海最高裁判決とその内容

国労は 法令の 遵守を求めます

NO．655　①2007 年 2 月 17 日 国　　　労　　　東　　　日　　　本



り、高裁で中労委の救済命令が取り消されていたのを、最高
裁が破棄して覆したのであった。
  助役の組合脱退勧奨は、一面、自分の組合への加入を働き
かけるオルグ活動という性格をもつ。労働委員会や裁判所で、
使用者側が必ず持ち出す理屈である。中労委命令を取り消し
た上記高裁判決も、科長の発言は、「東海労組の組合員とし
てその拡大に努めたということであって、結果的にその方向
性が会社のものと符合していたというだけ」で、会社の意向
を受けたものとは認められない、というものであった。

(2) しかし最高裁は、東京運転所所長という管理監督者（会
社の利益代表者）に次ぐ地位にある科長について、「使用者
の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意
を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には、使用
者との間で具体的な意思の連絡がなくとも、当該支配介入を
もって使用者の不当労働行為と評価することができる」と述
べ、「会社による誘導をのんでくれ」「もしそういうことだっ
たら、あなたは本当に職場にいられなくなるよ」「科長、助
役はみんなそう（東海労組）ですので、よい返事を待ってい
ます」等の発言は、会社の意向に沿って上司としての立場か
らされたものと見ざるをえず、特段の事情がなければ、会社
が責任を負うべき不当労働行為となるとの判断を示したので
ある。
  ここでは、科長の介入的言動は、原則として不当労働行為
であるという、基本的考え方が示されている。科長の発言は、
とくに東海労組の組合員としての発言であるとか、相手方と
の個人的な関係からの発言であることが明らかであるなどの
特段の事情のない限り、会社の意を体してされたものと認め
るのが相当である、というのである。
  しかも本件では、脱退勧奨を受けた１人は、科長と高校の
先輩・後輩の関係にあり、これまでもときどき一緒に飲みに
行っていたというケースであるが、そういう人間関係がふだ
んからあっても、やはり不当労働行為だとされた。
  
(3) もう１件の事件は、ふつうの助役の言動であるが、こち
らは、助役が「会社の人事管理、労務管理に関与し、一定の
影響力を持つ者」であるとし、そういう立場の者が「その立

場を利用して不当労働行為を行った場合には、特段の事情が
ない限り、使用者又は利益代表者との間に意思の連絡があっ
たものと推認することができる」等とした地裁、高裁判決を、
最高裁が維持したものである。
  この事件では、その助役が東海労組新幹線地方本部組織部
長という地位を有しており、その組織拡大を図る組合活動と
いう側面も当然あるとみられるケースであるが、「東海労組
に来たら指令科に行かせてやる」等の発言が、人事上の措置
の約束に関するものであり、そういう影響力があると思われ
ている立場を利用した上司としての発言でもあるとされた。

  

  この最高裁判決や、最高裁によって維持された地裁・高裁
判決の要点は、次のようになろう。
①　科長のような利益代表者（管理監督者）に近い地位の助
役の脱退勧奨発言は、上司としての立場からのものである以
上、原則として不当労働行為になる。
②　一般の助役の脱退勧奨発言も、人事・労務管理に影響力
を有する者としての立場を利用したものである以上、原則と
して不当労働行為となる。
  それは、個人的なつきあいが相当程度あっても、また、他
労組の役員としての地位があっても、簡単には否定されない。
  参考までに、過去、組合分裂の進行中に、就職の世話をし、
身元保証人にもなっている課長が、課員に深夜自宅で組合問
題について話したというケースで、不当労働行為を否定した
ものがあった（最高裁昭和４８年２月８日・興国人絹パルプ
八代工場事件）。
  その後、労働委員会や裁判所は、助役のような組合員資格
のある下級職制について、職制機構の一員としての地位にお
ける反組合的言動は、使用者の支配圏内のものとして、ある
いは、その言動が職制の地位を利用していることから使用者
の意思と推定して、会社が不当労働行為責任を負うなどとし
てきたが、今回の２件の最高裁判決によって、これらの問題
にかなり明確な指針が与えられたといえる。

助役の不当労働行為の判断基準
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